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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試用のためにカラオケ演奏装置を所定期間仮運用した後、当該仮運用時における環境設
定を本運用に引き継ぐためのカラオケシステムであって、
　少なくとも、カラオケ事業者が管理する試用カラオケ演奏装置の機種ＩＤと、当該試用
カラオケ演奏装置の仮運用申請を行う仮運用申請用通信回線の回線ＩＤとを紐付けした仮
運用申請データを送信する仮運用申請データ送信手段と、
　前記仮運用申請データを受信する仮運用申請データ受信手段と、
　前記仮運用申請データを受信すると、当該仮運用申請がなされた前記試用カラオケ演奏
装置について、所定期間の仮運用を許可するとともに、当該仮運用申請データを所定の記
憶領域に記憶する仮運用許可手段と、
　前記仮運用が許可された前記試用カラオケ演奏装置から、仮運用申請解除用通信回線を
介して仮運用申請解除データを送信する仮運用申請解除データ送信手段と、
　前記仮運用申請解除データを受信する仮運用申請解除データ受信手段と、
　前記仮運用申請解除データを受信すると、前記仮運用申請データを参照し、当該試用カ
ラオケ演奏装置における前記仮運用申請用通信回線の回線ＩＤと、前記仮運用申請解除用
通信回線の回線ＩＤとが異なる場合には新規導入と判断し、前記仮運用申請用通信回線の
回線ＩＤと、前記仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤが一致する場合には仮運用終了と
判断する新規導入判断手段と、
　前記新規導入と判断された場合には、少なくとも、前記仮運用申請データに含まれる機
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種ＩＤと、前記仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置にお
ける環境設定データとを紐付けした引き継ぎデータを所定の記憶領域に記憶し、前記仮運
用終了と判断された場合には、前記仮運用申請データを所定の記憶領域から削除するとと
もに、前記試用カラオケ演奏装置における環境設定データを初期化する仮運用管理手段と
、
　カラオケ演奏装置を新規導入する際に、少なくとも、当該カラオケ演奏装置が接続され
た通信回線の回線ＩＤを含む開局申請データを送信する開局申請データ送信手段と、
　前記開局申請データを受信する開局申請データ受信手段と、
　前記開局申請データを受信すると、前記引き継ぎデータを参照して、当該開局申請デー
タに含まれる通信回線の回線ＩＤと一致する仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤを特定
し、特定された仮運用申請解除用通信回線を介して、当該仮運用申請解除用通信回線の回
線ＩＤに紐付けされた環境設定データを、新規導入されたカラオケ演奏装置に送信する環
境設定データ送信手段と、
　前記環境設定データを受信する環境設定データ受信手段と、
を備えたことを特徴とする仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステム。
【請求項２】
　前記開局申請データには、新規導入するカラオケ演奏装置の機種ＩＤを含み、
　前記新規導入と判断され、前記引き継ぎデータとして記憶した機種ＩＤと、前記開局申
請データに含まれる機種ＩＤとが異なる場合に、
　前記環境設定データ送信手段は、両機種ＩＤに共通する環境設定データのみを送信する
ことを特徴とする請求項１に記載の仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステムに関するものであり、詳
しくは、試用のためにカラオケ演奏装置を所定期間仮運用した後、当該仮運用時における
環境設定を本運用に引き継ぐことが可能なカラオケシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カラオケ演奏装置を新規に導入する際や、旧機種を新機種に入れ替える場合に、カラオ
ケ演奏装置の機能等を知ってもらうため、いわゆるお試し期間である仮運用を行う場合が
ある。この仮運用では、カラオケ演奏装置を設置する店舗の営業形態や希望に合わせて、
歌唱採点等の各種使用コンテンツの設定、マイク音量やエコー等の音響環境の設定、サー
バーとの通信に使用する通信回線の種別の設定等を行い、カラオケ演奏装置を試用しても
らうのが一般的である。この場合、当該仮運用しているカラオケ演奏装置を本運用する場
合には、本運用するカラオケ演奏装置に対して、仮運用時と同様の設定を行う必要がある
。
【０００３】
　また、既に本運用しているカラオケ演奏装置が故障した場合に、修理期間中は同機種の
カラオケ演奏装置と入れ替える必要があるが、この際にも、入れ替え後のカラオケ演奏装
置に対して従前の設定と同様の設定を行わなければならない。従来、現に使用（本運用）
しているカラオケ演奏装置の設定状態を引き継ぐことが可能な技術が種々提案されている
（特許文献１、特許文献２参照）。
【０００４】
　特許文献１に記載された技術は、ホスト装置（サーバー）にカラオケ装置のシリアル番
号と設定したパラメータ情報（環境設定）を登録しておく。そして、カラオケ演奏装置が
同一機種に交換された場合に、ホスト装置からパラメータ情報をダウンロードし、新たに
設置されたカラオケ演奏装置に対してダウンロードしたパラメータ情報に基づいて各種の
設定を行うようになっている。
【０００５】
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　特許文献２に記載された技術は、カラオケ演奏装置のメンテナンスに関する技術であり
、ホスト装置に予め記憶されたカラオケ演奏装置の接続番号と、実際にカラオケ演奏装置
にて記憶されている接続番号とが異なる場合には、ホスト装置からカラオケ事業者が管理
している端末管理装置に対して、カラオケ演奏装置の設置場所が変更されたことを通知す
るようになっている。この特許文献２に記載された技術を用いることにより、カラオケ演
奏装置が新たな機種に交換されたことを把握することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１０５７１号公報
【特許文献２】特許第３５６９３４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、新規にカラオケ演奏装置の導入を検討している店舗において、お試し
期間としてカラオケ演奏装置を仮運用する場合には、不正使用防止のため、当該カラオケ
演奏装置が仮運用であることをサーバーに登録するが必要である。しかし、カラオケ演奏
装置を導入前の店舗には、専用の通信回線がないのが一般的であり、カラオケ事業者の営
業所において仮運用登録を行い、導入前の店舗にカラオケ装置を設置しているのが現状で
ある。
【０００８】
　そして、カラオケ演奏装置の新規導入が決まったとしても、カラオケ事業者が管理して
いるカラオケ演奏装置（お試し製品）を、カラオケ事業者の営業所において仮運用登録し
ているため、店舗への新規導入時には、同機種のカラオケ演奏装置（新品）を当該店舗の
専用通信回線を用いて本運用登録（開局処理）することになる。このため、お試し製品で
あるカラオケ演奏装置と、新規導入を行う店舗との対応関係が構築されていないため、例
えば、所定期間、お試し製品にて設定した環境設定をただ単にサーバーに記憶しておいた
としても、対応関係のないカラオケ演奏装置（新品）に、サーバーに記憶した環境設定を
引き継ぐことはできない。
【０００９】
　この点、特許文献１に記載された技術を用いた場合には、カラオケ演奏装置の新規導入
ができなかった場合であっても、お試し製品として設定したカラオケ演奏装置の環境設定
は、削除されずサーバーに記憶され続けるため、必要のない設定情報をサーバーで管理す
ることになり、サーバーの記憶領域を有効に活用することができない。また、特許文献１
に記載された技術は、交換前のカラオケ演奏装置と交換後のカラオケ演奏装置が同一通信
回線を使用していることを前提として、カラオケ演奏装置と環境設定とを紐付けしており
、仮運用申請時と本運用申請時とで異なる通信回線を使用した場合には、お試し製品の環
境設定が、どの店舗にて設定されていたものなのか判別することができず、仮運用時の環
境設定を本運用時に反映させることができない。
【００１０】
　また、特許文献２に記載された技術は、接続番号にてカラオケ演奏装置を管理している
。すなわち、特許文献２に記載された技術を用いて、仮運用時のカラオケ演奏装置が他の
設置場所に変更されたことを通知できたとしても、お試し期間のような仮運用登録時と本
運用登録時で、カラオケ演奏装置と接続番号が異なる運用形態の場合には、やはり、対応
関係が構築されていないため、仮運用されていた際の環境設定を引く継ぐことはできない
。
【００１１】
　本発明は、上述した事情に鑑み提案されたもので、試用のためにカラオケ演奏装置を所
定期間仮運用した後、当該仮運用時における環境設定を本運用に引き継ぐことが可能なカ
ラオケシステムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステムは、上述した目的を達成す
るため、以下の特徴点を有している。すなわち、本発明の仮運用時の設定を引き継ぎ可能
なカラオケシステムは、試用のためにカラオケ演奏装置を所定期間仮運用した後、当該仮
運用時における環境設定を本運用に引き継ぐためのカラオケシステムであって、仮運用申
請データ送信手段と、仮運用申請データ受信手段と、仮運用許可手段と、仮運用申請解除
データ送信手段と、仮運用申請解除データ受信手段と、新規導入判断手段と、仮運用管理
手段と、開局申請データ送信手段と、開局申請データ受信手段と、環境設定データ送信手
段と、環境設定データ受信手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１３】
　仮運用申請データ送信手段は、少なくとも、カラオケ事業者が管理する試用カラオケ演
奏装置の機種ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置の仮運用申請を行う仮運用申請用通信回
線の回線ＩＤとを紐付けした仮運用申請データを送信するためのカラオケ演奏装置の機能
手段である。仮運用申請データ受信手段は、仮運用申請データを受信するためのサーバー
の機能手段である。仮運用許可手段は、仮運用申請データを受信すると、当該仮運用申請
がなされた試用カラオケ演奏装置について、所定期間の仮運用を許可するとともに、当該
仮運用申請データを所定の記憶領域に記憶するためのサーバーの機能手段である。
【００１４】
　仮運用申請解除データ送信手段は、仮運用が許可された試用カラオケ演奏装置から、仮
運用申請解除用通信回線を介して仮運用申請解除データを送信するためのカラオケ演奏装
置の機能手段である。仮運用申請解除データ受信手段は、仮運用申請解除データを受信す
るためのサーバーの機能手段である。
【００１５】
　新規導入判断手段は、仮運用申請解除データを受信すると、仮運用申請データを参照し
、当該試用カラオケ演奏装置における仮運用申請用通信回線の回線ＩＤと、仮運用申請解
除用通信回線の回線ＩＤとが異なる場合には新規導入と判断し、仮運用申請用通信回線の
回線ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤが一致する場合には仮運用終了と判断
するためのサーバーの機能手段である。仮運用管理手段は、新規導入と判断された場合に
は、少なくとも、仮運用申請データに含まれる機種ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線の
回線ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置における環境設定データとを紐付けした引き継ぎ
データを所定の記憶領域に記憶し、仮運用終了と判断された場合には、仮運用申請データ
を所定の記憶領域から削除するとともに、試用カラオケ演奏装置における環境設定データ
を初期化するためのサーバーの機能手段である。
【００１６】
　開局申請データ送信手段は、カラオケ演奏装置を新規導入する際に、少なくとも、当該
カラオケ演奏装置が接続された通信回線の回線ＩＤを含む開局申請データを送信するため
のカラオケ演奏装置の機能手段である。開局申請データ受信手段は、開局申請データを受
信するためのサーバーの機能手段である。環境設定データ送信手段は、開局申請データを
受信すると、引き継ぎデータを参照して、当該開局申請データに含まれる通信回線の回線
ＩＤと一致する仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤを特定し、特定された仮運用申請解
除用通信回線を介して、当該仮運用申請解除用通信回線の回線ＩＤに紐付けされた環境設
定データを、新規導入されたカラオケ演奏装置に送信するためのサーバーの機能手段であ
る。環境設定データ受信手段は、環境設定データを受信するためのカラオケ演奏装置の機
能手段である。
【００１７】
　また、本発明の仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステムは、上述した構成に
おいて、開局申請データには、新規導入するカラオケ演奏装置の機種ＩＤを含ませること
が可能である。このような構成において、新規導入と判断され、引き継ぎデータとして記
憶した機種ＩＤと、開局申請データに含まれる機種ＩＤとが異なる場合に、環境設定デー
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タ送信手段は、両機種ＩＤに共通する環境設定データのみを送信することが可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステムによれば、カラオケ演奏装
置を導入前の店舗において、所定期間、仮運用として使用していたカラオケ演奏装置の環
境設定を、本運用（新規導入）の際に設置した新規なカラオケ装置に自動的に引き継ぐこ
とができる。
【００１９】
　したがって、導入前に店舗の営業形態や希望に合わせた設定したデータを、新規導入し
たカラオケ演奏装置に引く継ぐことができるため、いちいち新たな設定作業を行う必要が
なくなり、カラオケ事業者がカラオケ演奏装置を新規に設置する際の労力を軽減すること
ができる。一方、カラオケ演奏装置を新規に導入した店舗では、今まで使用していた音響
設定やコンテンツ設定と同じ環境で、カラオケ楽曲の歌唱やコンテンツを楽しむことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステムの概
略構成を示すブロック図。
【図２】仮運用申請の手順を示すタイミングチャート。
【図３】仮運用申請解除及び本運用申請の手順を示すタイミングチャート。
【図４】仮運用申請の解除（本運用しない場合）の手順を示すタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の仮運用時の設定を引き継ぎ可能なカラオケシステム（
以下、カラオケシステムと略記する）の実施形態について説明する。図１～図４は本発明
の実施形態に係るカラオケシステムを説明するもので、図１はカラオケシステムの概略構
成を示すブロック図、図２は仮運用申請の手順を示すタイミングチャート、図３は仮運用
申請解除及び本運用申請の手順を示すタイミングチャート、図４は仮運用申請の解除（本
運用しない場合）の手順を示すタイミングチャートである。
【００２２】
　＜カラオケシステムの概要＞
　図１に示すように、本発明の実施形態に係るカラオケシステム２００は、試用のために
カラオケ演奏装置（試用カラオケ演奏装置）１０を所定期間仮運用した後に、当該仮運用
時における環境設定を本運用に引き継ぐためのシステムである。このカラオケシステム２
００は、通信回線８０を介して相互にデータの送受信が可能なサーバー９０とカラオケ演
奏装置１０とを備えている。
【００２３】
　そして、サーバー９０の機能手段として、仮運用申請データ受信手段９４と、仮運用許
可手段９５と、仮運用申請解除データ受信手段９６と、新規導入判断手段９７と、仮運用
管理手段９８と、開局申請データ受信手段９９と、環境設定データ送信手段１００とを備
えている。また、カラオケ演奏装置１０の機能手段として、仮運用申請データ送信手段１
０７と、仮運用申請解除データ送信手段１０８と、開局申請データ送信手段１０９と、環
境設定データ受信手段１１０とを備えている。
【００２４】
　なお、本運用されているカラオケ演奏装置１０と、カラオケ事業者が管理して仮運用を
行うカラオケ演奏装置１０とを区別するため、仮運用を行うカラオケ演奏装置１０を試用
カラオケ演奏装置として説明するが、通常のカラオケ演奏装置１０と試用カラオケ演奏装
置とは、本運用を行うか仮運用を行うかの違いがあるだけで、ほぼ同様の機能を有してい
る。したがって、特に区別が必要ない場合には、両者に同一の符号を付して説明を行う。
【００２５】
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　以下の説明において、プログラムとは、ＲＡＭ等に記憶され、ＣＰＵ等のハードウェア
で実行されることにより、その機能を発揮するソフトウェアだけではなく、同等の機能を
発揮することが可能な論理回路も含む概念である。
【００２６】
　＜サーバー＞
　サーバー９０は、複数のカラオケ演奏装置１０と通信を行うことにより、種々の制御信
号及びデータを送受信して、カラオケ演奏装置１０を総合的に管理するための装置である
。また、図示しないが、サーバー９０は、通信回線８０や通信基地局を介して、利用者が
所持する携帯情報端末等とデータ通信を行うことができるように構成してもよい。
【００２７】
　サーバー９０は、基本的機能手段として、図１に示すように、ＣＰＵ等を含むサーバー
制御手段９１、サーバー通信制御手段９２、サーバー９０で管理する各種のデータを記憶
するサーバー記憶手段９３を備えている。また、サーバー９０は、本発明に係るカラオケ
システム２００の機能を発揮させるための手段として、仮運用申請データ受信手段９４、
仮運用許可手段９５、仮運用申請解除データ受信手段９６、新規導入判断手段９７、仮運
用管理手段９８、開局申請データ受信手段９９、環境設定データ送信手段１００を備えて
いる。
【００２８】
　＜サーバー制御手段＞
　サーバー制御手段９１は、サーバー９０を総合的に制御するための電子機器であり、図
示しないが、例えばＣＰＵ及びその周辺機器により構成されており、ＣＰＵ等がＲＯＭ等
に記憶されたプログラムに従って動作することにより、制御機能を発揮するようになって
いる。
【００２９】
　＜サーバー通信制御手段＞
　サーバー通信制御手段９２は、カラオケ演奏装置１０や携帯情報端末との間でデータ及
び信号の送受信を制御するための電子機器及びプログラムからなる。なお、本実施形態に
おいて、サーバー通信制御手段９２はデータの送受信を制御するための手段であり、各デ
ータの送受信に関しては、それぞれデータの送受信手段が関与する。
【００３０】
　＜サーバー記憶手段＞
　サーバー記憶手段９３は、サーバー９０で管理する各種のデータを記憶するための装置
であり、本実施形態では、通信回線８０を介して接続されたカラオケ演奏装置１０から受
信した各種のデータに基づいて、仮運用申請データ９３ａ及び引き継ぎデータ９３ｂを記
憶する。
【００３１】
　＜各種受信手段＞
　仮運用申請データ受信手段９４は、仮運用を行う試用カラオケ演奏装置１０から送信さ
れてきた仮運用申請データ９３ａを受信するためのプログラムからなる。仮運用申請解除
データ受信手段９６は、仮運用を行っていた試用カラオケ演奏装置１０から仮運用申請解
除データを受信するためのプログラムからなる。開局申請データ受信手段９９は、新規導
入するカラオケ演奏装置１０から開局申請データを受信するためのプログラムからなる。
仮運用申請データ９３ａ、仮運用申請解除データ、開局申請データについては、後に詳述
する。
【００３２】
　＜仮運用許可手段＞
　仮運用許可手段９５は、仮運用申請データ９３ａを受信すると、当該仮運用申請がなさ
れた試用カラオケ演奏装置１０について、所定期間の仮運用を許可するとともに、当該仮
運用申請データ９３ａを所定の記憶領域（サーバー記憶手段９３）に記憶するためのプロ
グラムからなる。仮運用が許可されると、当該試用カラオケ演奏装置１０の運用が開始さ
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れる。本実施形態では、試用カラオケ演奏装置１０はお試し製品であるため、仮運用中に
常時、通信回線８０を介してサーバー９０と接続し、楽曲データや制御プログラムを受信
する必要はない。また、仮運用を許可する所定期間（例えば、３０日間）を設定し、試用
カラオケ演奏装置１０に記憶し、当該所定期間が経過した後は、起動させないか、あるい
は警告表示を行う等の措置を施すことが好ましい。
【００３３】
　＜新規導入判断手段＞
　新規導入判断手段９７は、仮運用を終了する試用カラオケ演奏装置１０から仮運用申請
解除データを受信すると、仮運用申請データ９３ａを参照し、当該試用カラオケ演奏装置
１０における仮運用申請用通信回線８０の回線ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線８０の
回線ＩＤとを比較して、新規導入か否かを判断するためのプログラムからなる。新規導入
判断手段９７では、仮運用申請用通信回線８０の回線ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線
８０の回線ＩＤとが異なる場合には新規導入と判断する。一方、仮運用申請用通信回線８
０の回線ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線８０の回線ＩＤが一致する場合には仮運用終
了と判断する。
【００３４】
　＜仮運用管理手段＞
　仮運用管理手段９８は、新規導入判断手段９７の判断結果に応じて処理を行うためのプ
ログラムからなる。仮運用管理手段９８では、新規導入判断手段９７にて新規導入と判断
された場合には、少なくとも、仮運用申請データ９３ａに含まれる機種ＩＤと、仮運用申
請解除用通信回線８０の回線ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置１０における環境設定デ
ータとを紐付けした引き継ぎデータ９３ｂを所定の記憶領域（サーバー記憶手段９３）に
記憶する。一方、新規導入ではなく、仮運用終了と判断された場合には、仮運用申請デー
タ９３ａを所定の記憶領域（サーバー記憶手段９３）から削除するとともに、試用カラオ
ケ演奏装置１０における環境設定データを初期化する。
【００３５】
　このような処理を行うことにより、仮運用に引き続いて、カラオケ演奏装置１０が新規
導入された場合に、今までの環境設定を引き継ぐことができる。一方、仮運用が終了した
試用カラオケ演奏装置１０では、環境設定データを初期化することにより、他の店舗で、
新たに仮運用を行う際に、改めて初期化処理を行うことなく仮運用を開始することができ
る。また、初期化処理を行うことにより、当該試用カラオケ演奏装置１０の仮運用状態が
解除されるので、所定期間を超えて仮運用状態が継続することがない。
【００３６】
　＜環境設定データ送信手段＞
　環境設定データ送信手段１００は、新規導入されたカラオケ演奏装置１０から開局申請
データを受信すると、引き継ぎデータ９３ｂを参照して、当該開局申請データに含まれる
通信回線８０の回線ＩＤと一致する仮運用申請解除用通信回線８０の回線ＩＤを特定して
、環境設定の引き継ぎを行うためのプログラムからなる。環境設定データ送信手段１００
では、環境設定を引き継がせる際に、特定された仮運用申請解除用通信回線８０を介して
、当該仮運用申請解除用通信回線８０の回線ＩＤに紐付けされた環境設定データを、新規
導入されたカラオケ演奏装置１０に送信する。
【００３７】
　＜カラオケ演奏装置及び付帯機器＞
　本発明の実施形態に係るカラオケシステム２００を適用するカラオケ演奏装置１０には
、図１に示すように、カラオケリモコン装置２０、マイクロホン３０、スピーカ４０、表
示装置５０、ミキシングアンプ６０が付帯している。また、カラオケ演奏装置１０と、サ
ーバー９０及びカラオケリモコン装置２０は、ルータ７０及びＬＡＮ回線、インターネッ
ト回線、電話回線等の通信回線８０を介してネットワーク接続されている。
【００３８】
　＜カラオケリモコン装置＞
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　カラオケリモコン装置２０は、ユーザインタフェース機能を備えており、ルータ７０及
び通信回線８０（ＬＡＮ回線）を介して、カラオケ演奏装置１０との間でデータの送受信
を行うようになっている。このカラオケリモコン装置２０は、楽曲検索手段２０ａとして
機能するプログラム、楽曲索引データベース２０ｂ、種々のデータを記憶するデータ記憶
部２０ｃ、データの入出力を行うための入出力表示部２０ｄを備えている。
【００３９】
　このカラオケリモコン装置２０に付帯するスイッチ類や、入出力表示部２０ｄに表示さ
れる各種のアイコン等を操作することにより、選曲操作、音量調整、テンポ調整、キー調
整、選曲予約履歴の参照等の処理が行われる。
【００４０】
　＜マイクロホン／スピーカ＞
　マイクロホン３０は、歌唱音声の入力を行うための装置である。マイクロホン３０から
入力された歌唱音声信号は、ミキシングアンプ６０に入力され、音楽再生制御手段１１１
から送出されるカラオケ演奏信号とミキシングされるとともに増幅され、スピーカ４０へ
出力される。また、マイクロホン３０からの音声入力信号は、歌唱採点値の算出や歌唱音
声の録音に使用することができる。このような構成とする場合には、カラオケ演奏装置１
０にＡ／Ｄコンバータ等からなる音声入力手段を設け、マイクロホン３０から入力された
アナログ音声信号をデジタル音声信号に変換して、歌唱採点値の算出や歌唱音声の録音に
使用する。
【００４１】
　＜表示装置＞
　表示装置５０は、カラオケ楽曲に関連した背景映像や歌詞テロップ等を表示するための
装置で、例えば、液晶ディスプレイ等により構成される。
【００４２】
　＜カラオケ演奏装置＞
　カラオケ演奏装置１０は、中央制御手段１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、ＨＤＤ
１０４、通信制御手段１０５、予約楽曲管理手段１０６、仮運用申請データ送信手段１０
７、仮運用申請解除データ送信手段１０８、開局申請データ送信手段１０９、環境設定デ
ータ受信手段１１０、音楽再生制御手段１１１、映像再生制御手段１１２を備えている。
【００４３】
　＜中央制御手段＞
　中央制御手段１０１は、カラオケ演奏装置１０を総合的に制御するための電子機器であ
り、例えばＣＰＵ及びその周辺機器により構成されており、ＣＰＵ等がＲＯＭ１０２等に
記憶されたプログラムに従って動作することにより、制御機能を発揮するようになってい
る。
【００４４】
　＜ＲＯＭ／ＲＡＭ＞
　ＲＯＭ１０２は、カラオケ演奏装置１０を構成する各機器を制御するためのプログラム
データや数値データを記憶するための電子機器である。また、ＲＡＭ１０３は、プログラ
ムや各種データを一時的に記憶する一時記憶領域として機能する電子機器である。本実施
形態では、ＲＡＭ１０３に、予約楽曲管理テーブル１０３ａが一時的に記憶される。
【００４５】
　＜ＨＤＤ＞
　ＨＤＤ１０４は、大容量記憶装置として機能するもので、楽曲データベース１０４ａ、
背景映像データベース１０４ｂが格納されている。本実施例では、仮運用時に試用カラオ
ケ演奏装置１０にて設定された店舗の環境設定や、サーバー９０の環境設定データ送信手
段１００から送信された当該試用カラオケ演奏装置１０の環境設定もＨＤＤ１０４に格納
される。なお、ＨＤＤ１０４に替えて、あるいはＨＤＤ１０４と共に、データを書き替え
可能なＤＶＤ等の大容量記憶装置を用いてもよい。
【００４６】
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　＜楽曲データベース／背景映像データベース＞
　楽曲データベース１０４ａは、演奏制御データ（ＭＩＤＩ規格のデータ）及び歌詞描出
データが同期されて構成される楽曲データについて、楽曲ＩＤと対応付けしてそれぞれ構
成されたデータベースである。演奏制御データは、各楽曲の演奏を制御するためのデジタ
ルデータであり、歌詞描出データは演奏に同期した歌詞文字の表示タイミングデータ及び
色変わりデータ、ガイドボーカルデータ、演奏楽曲の主旋律等からなり歌唱採点の基準で
あるリファレンスデータを含んでいる。背景映像データベース１０４ｂは、演奏されるカ
ラオケ楽曲に対応した背景映像を、当該カラオケ楽曲の楽曲ＩＤに対応させた背景映像フ
ァイルとして所定数格納したデータベースである。
【００４７】
　＜通信制御手段＞
　通信制御手段１０５は、カラオケリモコン装置２０やサーバー９０との間で、データ及
び信号の送受信を制御するための電子機器及びプログラムからなる。この通信制御手段１
０５の機能により、カラオケリモコン装置２０やサーバー９０との間で送受信するデータ
及び信号の同期や誤り制御等を行う。また、本実施形態においては、通信制御手段１０５
の機能により、仮運用申請や仮運用申請解除のために、回線ＩＤとなるグローバルＩＰア
ドレスや電話番号、カラオケ演奏装置１０の機種を特定する機種ＩＤや、試用カラオケ演
奏装置１０にて設定された環境設定データを、サーバー９０との間で送受信する際の通信
制御を行う。なお、本実施形態において、通信制御手段１０５はデータの送受信を制御す
るための手段であり、各データの送受信に関しては、それぞれデータの送受信手段が関与
する。
【００４８】
　＜予約楽曲管理手段／予約楽曲管理テーブル＞
　予約楽曲管理手段１０６は、任意の利用者がカラオケ楽曲の予約を行う際に、カラオケ
リモコン装置２０を用いて決定された予約楽曲の情報がカラオケ演奏装置１０に送信され
た後に、カラオケ演奏装置１０において、当該利用者の利用者ＩＤと予約楽曲の楽曲ＩＤ
とを対応付けして、予約楽曲管理テーブル１０３ａにて管理するためのプログラムからな
る。すなわち、予約楽曲管理手段１０６は予約楽曲管理テーブル１０３ａを作成し、この
予約楽曲管理テーブル１０３ａをＲＡＭ１０３に記憶して管理する。予約楽曲管理テーブ
ル１０３ａは、利用者により楽曲検索手段２０ａの機能を用いて選曲された楽曲の楽曲Ｉ
Ｄ及び利用者ＩＤを関連付けて、演奏順に並べたデータテーブルである。
【００４９】
　＜仮運用申請データ送信手段＞
　仮運用申請データ送信手段１０７は、少なくとも、カラオケ事業者が管理する試用カラ
オケ演奏装置１０の機種ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置１０の仮運用申請を行う仮運
用申請用通信回線８０の回線ＩＤとを紐付けした仮運用申請データ９３ａを送信するため
のプログラムからなる。すなわち、カラオケ事業者が試用カラオケ演奏装置１０の仮運用
申請を行う際には、カラオケ事業者が加入している通信回線（仮運用申請用通信回線）８
０を介してサーバー９０とデータの送受信を行い、サーバー９０に対して仮運用申請デー
タ９３ａを送信する。
【００５０】
　このような運用を行うのは、試用カラオケ演奏装置１０の仮運用を行う店舗では、未だ
通信回線８０が引かれていないことを想定しているためである。また、試用カラオケ演奏
装置１０の仮運用を行う店舗において、既に通信回線８０が引かれていたとしても、当該
通信回線８０を他の用途（例えば、現在店舗に設置している旧機種のカラオケ演奏装置や
他カラオケメーカーのカラオケ演奏装置の通信用途）に使用していると、当該通信回線８
０を仮運用に使用できないためである。
【００５１】
　＜仮運用申請解除データ送信手段＞
　仮運用申請解除データ送信手段１０８は、仮運用が許可された試用カラオケ演奏装置１
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０から、仮運用申請解除用通信回線８０を介して仮運用申請解除データを送信するための
プログラムからなる。仮運用申請解除データは、仮運用中の試用カラオケ演奏装置１０の
仮運用（試用）を解除（終了）させるためのデータである。仮運用申請解除データの送受
信に使用される仮運用申請解除用通信回線８０の回線ＩＤに基づいて、サーバー９０の新
規導入判断手段９７における新規導入判断が行われる。カラオケ演奏装置１０を新規導入
するか否かの判断は、上述したとおりである。
【００５２】
　＜開局申請データ送信手段＞
　開局申請データ送信手段１０９は、カラオケ演奏装置１０を新規導入する際に、当該カ
ラオケ演奏装置１０からサーバー９０に対して、少なくとも、当該カラオケ演奏装置１０
が接続された通信回線８０の回線ＩＤを含む開局申請データを送信するためのプログラム
からなる。開局申請データは、仮運用した試用カラオケ演奏装置１０の環境設定を新規導
入するカラオケ演奏装置１０に引き継がせる際に利用する。
【００５３】
　なお、開局申請データには、新規導入するカラオケ演奏装置１０の機種ＩＤを含ませる
ことが可能である。この場合には、仮運用した試用カラオケ演奏装置１０の機種と新規導
入するカラオケ演奏装置１０の機種が異なる場合であっても、例えば、マイク音量やエコ
ー等の音響設定のように両機種ＩＤに共通する環境設定のみを引き継ぐことができる。
【００５４】
　＜環境設定データ受信手段＞
　環境設定データ受信手段１１０は、環境設定データを受信するためのプログラムからな
る。すなわち、仮運用を終了して、カラオケ演奏装置１０を新規導入する際に、サーバー
９０から新規導入するカラオケ演奏装置１０に対して、仮運用において設定された環境設
定データが送信され、新規導入するカラオケ演奏装置１０では、環境設定データ受信手段
１１０の機能により当該環境設定データを受信する。これにより、新規導入するカラオケ
演奏装置１０は、仮運用において設定された環境設定データを引き継ぐことができる。
【００５５】
　＜音楽再生制御手段＞
　音楽再生制御手段１１１は、楽曲ＩＤに対応する楽曲データから抽出された演奏制御デ
ータに基づいて、音源（シンセサイザ）を駆動しカラオケ演奏信号を構成する楽音信号を
生成するとともにアナログ変換してミキシングアンプ６０に出力するための電子機器であ
る。また、ミキシングアンプ６０は、マイクロホン３０から入力される歌唱音声信号と、
音楽再生制御手段１１１から送出されるカラオケ演奏信号とをミキシングすると共に、ア
ンプ機能により増幅してスピーカ４０より出力するための装置である。
【００５６】
　＜映像再生制御手段＞
　映像再生制御手段１１２は、カラオケ楽曲の演奏中に、背景映像データベース１０４ｂ
から抽出した背景映像データと、楽曲データに含まれる歌詞描出データに基づいて作成さ
れる歌詞文字とを、当該カラオケ楽曲の楽曲データに同期させて表示装置５０に出力する
ための電子機器である。
【００５７】
　＜仮運用申請＞
　試用カラオケ演奏装置１０の仮運用申請は、所定期間の間、カラオケ事業者が所有して
いる試用カラオケ演奏装置１０をお試し製品として使用するための申請処理であり、図２
に示すように、カラオケ事業者が使用している通信回線８０（例えばカラオケ事業者の営
業所やサービスステーション等の通信回線）を用いて、試用カラオケ演奏装置１０とサー
バー９０との間でデータの送受信を行うことにより実施される。すなわち、試用カラオケ
演奏装置１０の仮運用申請を行うには、仮運用申請データ送信手段１０７の機能により、
カラオケ事業者（営業所）の通信回線８０を用いて、サーバー９０に仮運用申請データ９
３ａを送信する（Ｓ１）。仮運用申請データ９３ａには、使用している通信回線８０の回
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線ＩＤ「α」と、当該試用カラオケ演奏装置１０の機種種別「Ａ」とが含まれている。
【００５８】
　サーバー９０では、仮運用申請データ受信手段９４の機能により、当該仮運用申請デー
タ９３ａを受信し、仮運用許可手段９５の機能により、当該仮運用申請データ９３ａをサ
ーバー記憶手段９３に登録（記憶）する（Ｓ２）。さらに、サーバー９０は、仮運用許可
手段９５の機能により、仮運用を許可する期間データ（例えば、３０日間）を試用カラオ
ケ演奏装置１０に送信する（Ｓ３）。試用カラオケ演奏装置１０は、仮運用を許可する期
間データを受信し（Ｓ４）、仮運用を行う店舗に試用カラオケ演奏装置１０を設置し（Ｓ
５）、当該試用カラオケ演奏装置１０における環境設定（コンテンツ設定、音響設定等）
を行う（Ｓ６）。上記した仮運用申請により、試用カラオケ演奏装置１０の設置店舗では
、３０日間の仮運用が可能となる。
【００５９】
　＜仮運用申請解除及び本運用申請＞
　仮運用が許可された所定期間（お試し期間）の期間中あるいは期間終了後に、カラオケ
演奏装置１０を新規導入する場合には、図３に示すように、新規導入する店舗の通信回線
８０を用いて、試用カラオケ演奏装置１０とサーバー９０との間でデータの送受信を行う
。すなわち、試用カラオケ演奏装置１０の仮運用を終了してカラオケ演奏装置１０を新規
導入するには、仮運用申請解除データ送信手段１０８の機能により、店舗の通信回線８０
を用いて、サーバー９０に仮運用申請解除データを送信する（Ｓ１１）。仮運用申請解除
データには、使用している通信回線８０の回線ＩＤ「β」と、当該試用カラオケ演奏装置
１０の機種種別「Ａ」とが含まれている。その後、当該試用カラオケ演奏装置１０では、
仮運用における環境設定がリセットされる（Ｓ１２）
【００６０】
　サーバー９０では、仮運用申請解除データ受信手段９６の機能により、当該仮運用申請
解除データを受信し（Ｓ１３）、新規導入判断手段９７の機能により、受信した各種ＩＤ
に基づいて新規導入か否かを判断する（Ｓ１４）。ここで、仮運用申請データ９３ａに含
まれる機種種別が「Ａ」であり、仮運用申請解除データに含まれる機種種別が「Ａ」であ
り、仮運用申請用通信回線８０の回線ＩＤが「α」であり、仮運用申請解除用通信回線８
０の回線ＩＤが「β」であったとする。
【００６１】
　この場合には、仮運用申請を行った通信回線８０の回線ＩＤ「α」と仮運用申請解除を
行った通信回線８０の回線ＩＤ「β」とが異なるため、カラオケ演奏装置１０の新規導入
と判断して、仮運用管理手段９８の機能により、仮運用申請データ９３ａに含まれる機種
ＩＤと、仮運用申請解除用通信回線８０の回線ＩＤと、当該試用カラオケ演奏装置１０に
おける環境設定データとを紐付けした引き継ぎデータ９３ｂをサーバー記憶手段９３に記
憶して（Ｓ１５）、仮運用申請を解除する（Ｓ１６）。
【００６２】
　そして、カラオケ演奏装置（本運用カラオケ演奏装置）１０が新規導入されると、開局
申請データ送信手段１０９の機能により、当該カラオケ演奏装置（本運用カラオケ演奏装
置）１０が新設された店舗の通信回線８０を用いて、当該通信回線８０の回線ＩＤを含む
開局申請データをサーバー９０に送信する（Ｓ１７）。ここで、開局申請データに含まれ
る回線ＩＤが「β」であり、開局申請データには機種種別が「Ａ」が含まれているものと
する。
【００６３】
　サーバー９０では、開局申請データ受信手段９９の機能により、開局申請データを受信
すると（Ｓ１８）、環境設定データ送信手段１００の機能により、新規導入されたカラオ
ケ演奏装置１０に対して、仮運用における環境設定を送信し（Ｓ１９）、サーバー記憶手
段９３に記憶している当該環境設定を消去する（Ｓ２０）。一方、新規導入されたカラオ
ケ演奏装置１０では、環境設定データ受信手段１１０の機能により環境設定データを受信
し（Ｓ２１）、仮運用時の環境設定を自動設定する（Ｓ２２）。
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【００６４】
　＜仮運用申請の解除（本運用しない場合）＞
　仮運用が許可された所定期間（お試し期間）の間、試用カラオケ演奏装置１０を使用し
たが、店舗への導入がなされない時に、当該お試し期間の期間中あるいは期間が終了後に
、仮運用申請を解除する場合には、図４に示すように、カラオケ事業者が使用している通
信回線８０を用いて、試用カラオケ演奏装置１０とサーバー９０との間でデータの送受信
を行う。すなわち、試用カラオケ演奏装置１０の仮運用を終了して仮運用申請の解除には
、仮運用申請解除データ送信手段１０８の機能により、カラオケ事業者が使用している通
信回線８０を用いて、サーバー９０に仮運用申請解除データを送信する（Ｓ３１）。仮運
用申請解除データには、使用している通信回線８０の回線ＩＤ「α」と、当該試用カラオ
ケ演奏装置１０の機種種別「Ａ」とが含まれている。その後、当該試用カラオケ演奏装置
１０では、仮運用における環境設定をリセットする（Ｓ３２）。
【００６５】
　サーバー９０では、仮運用申請解除データ受信手段９６の機能により当該仮運用申請解
除データを受信し（Ｓ３３）、新規導入判断手段９７の機能により、受信した各種ＩＤに
基づいて新規導入か否かを判断する（Ｓ３４）。ここで、仮運用申請データ９３ａに含ま
れる機種種別が「Ａ」であり、仮運用申請解除データに含まれる機種種別が「Ａ」であり
、仮運用申請用通信回線８０の回線ＩＤが「α」であり、仮運用申請解除用通信回線８０
の回線ＩＤが「α」であったとする。この場合には、仮運用申請を行った通信回線８０の
回線ＩＤ「α」と仮運用申請解除を行った通信回線８０の回線ＩＤ「α」とが同一である
ため、仮運用申請の解除と判断して、仮運用申請を解除する（Ｓ３５）。
【符号の説明】
【００６６】
　２００　カラオケシステム
　　１０　カラオケ演奏装置
　　２０　カラオケリモコン装置
　　２０ａ　楽曲検索手段
　　２０ｂ　楽曲索引データベース
　　２０ｃ　データ記憶部
　　２０ｄ　入出力表示部
　　３０　マイクロホン
　　４０　スピーカ
　　５０　表示装置
　　６０　ミキシングアンプ
　　７０　ルータ
　　８０　通信回線
　　９０　サーバー
　　９１　サーバー制御手段
　　９２　サーバー通信制御手段
　　９３　サーバー記憶手段
　　９３ａ　仮運用申請データ
　　９３ｂ　引き継ぎデータ
　　９４　仮運用申請データ受信手段
　　９５　仮運用許可手段
　　９６　仮運用申請解除データ受信手段
　　９７　新規導入判断手段
　　９８　仮運用管理手段
　　９９　開局申請データ受信手段
　　１００　環境設定データ送信手段
　　１０１　中央制御手段
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　　１０２　ＲＯＭ
　　１０３　ＲＡＭ
　　１０３ａ　予約楽曲管理テーブル
　　１０４　ＨＤＤ
　　１０４ａ　楽曲データベース
　　１０４ｂ　背景映像データベース
　　１０５　通信制御手段
　　１０６　予約楽曲管理手段
　　１０７　仮運用申請データ送信手段
　　１０８　仮運用申請解除データ送信手段
　　１０９　開局申請データ送信手段
　　１１０　環境設定データ受信手段
　　１１１　音楽再生制御手段
　　１１２　映像再生制御手段

【図１】 【図２】
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